
羽生市社会教育委員公募要領

（趣旨）

第１条 この要領は、社会教育に関し教育委員会に助言するに当たり

市民からの幅広い意見を反映させるため、羽生市社会教育委員の一

部を公募により選任することに関し、羽生市附属機関等の委員の公

募に関する要綱（平成２８年告示第２号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（募集人員）

第２条 公募する社会教育委員（以下「公募委員」という。）の数は、

１人以内とする。

（応募資格）

第３条 公募委員の応募資格については、次のとおりとする。

（１） 令和７年４月１日現在、満１８歳以上であって、羽生市に

住民登録し１年以上継続して在住しているもの

（２） 羽生市の社会教育について関心があり、平日（昼間）の会

議に出席できる者

（応募方法）

第４条 公募委員の応募方法については、次のとおりとする。

（ １ ） 羽 生 市 社 会 教 育 委 員 申 込 書 （ 様 式 。 以 下 「 申 込 書 」 と い

う 。） に「羽 生 市の社会 教育に 関 すること 」を テー マとした 作 文

（様式は任意、字数は４００字程度）を添付して、教育委員会生

涯学習部生涯学習課へ提出するものとする。

（２） 前号の規定による提出は、持参、郵送又は電子メールとし、

次条に規定する申込期間の最終日必着とする。

（受付期間）

第５条 申込書の受付期間は、令和７年５月１日から同月３０日まで

とし、受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。



（周知方法）

第６条 公募委員の公募方法の周知は、羽生市の広報誌及びホームペ

ージへの掲載により行うものとする。

（再公募の不実施）

第７条 公募委員の募集期間が終了した時点において応募がないとき、

若しくは応募人数に達しないとき、選考において選出できる者がい

ないとき、又は公募委員が任期途中で欠員となったときは、新たな

公募は、行わない。

（失職）

第８条 公募委員は、第３条に規定する資格を満たさなくなったとき

は、その職を失う。

（報酬）

第９条 公募委員の報酬は、羽生市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第３２号）の規定に

より、会議に出席した場合に支給する。

（個人情報の保護）

第 10 条 職員は、法令等の規定により、公募に係る個人情報を適正

に管理しなければならない。

（その他）

第 11 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。


